
充電式小型家電、廃食用油令和８年４月改訂 保存版



地区回収・大田切リサイクルステーション等

ペットボトル、びん、スチール缶、
乾電池、蛍光管、充電式小型家電、
廃食用油









・ウォーターサーバーの空ボトル

ペットボトル、びん、スチール缶、乾電池、蛍光管、廃食用油、充電式小型家電の分別回収
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充電式小型家電

・リチウムイオン
電池を使用した
充電式小型家電
（12製品）
・小型家電から取
り外したバッテ
リー、充電式乾
電池（単体）

・膨張・変形し
たもの、発火
の痕跡がある
もの。
→大田切リサイ
クルステーシ
ョンにて回
収。

13ページ
参照
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・引火性のあるもの（石油ストーブ等） → クリーンセンター八乙女に持ち込む
・内蔵型のバッテリーや電池の入った小型家電 → 13ページ 参照
・紙製トイレ砂 → 赤色文字袋へ入れる

飲食用のびん・スチール缶・アルミ類、乾電池、蛍光管 → 資源物



・調味料のチューブ容器
・歯磨き粉
・シャンプー、
　リンスの容器
・食用油、
　ソースの容器
・ペットボトルのふた
・びん等の
　プラスチック製の
　ふた

・家電製品等を保護した
　発砲スチロール
・果物の保護材
　（フルーツキャップ）
・プチプチ

100%プラスチックのみで
できている製品
・バケツ
・歯ブラシ
・ハンガー

チューブ・ボトル・ふた類 緩衝材類 製品プラスチック類

・汚れが落ちないもの
・5㎜以上の厚みがある製品（長さ50cm以内）　　 
・ゴムやシリコン製のもの
・ペットボトル（無色透明なもの）　→ 資源回収
・プラスチック以外の素材を含むもの（金属などの複合製品） 　→ 燃やせないごみ

燃やせるごみ

・汚れが付着しているものは、新聞紙などで拭いてから洗い、乾かして出す
　（食品の残り、たれ、しょう油などが残っていないように）
・レジ袋等に資源物をまとめて入れない
　（リサイクル処理工場での分別作業が困難になるため）
・チューブ類などで中が洗えないものは必ず切り開いて洗う
・長いものや厚いものは、切断して出す（長さ50㎝以下、厚さ5㎜未満）

資源プラスチックの出し方



厚さ



対象となるもの（例）
通信機器、AV機器、生活家電、調理器具家電、健康器具、医療器具、電子玩具、電子楽器 等

対象とならないもの
〇家電4品目（テレビ、冷蔵（凍）庫、洗濯機（衣類乾燥機）、エアコン） → 処分方法は14ページ参照
〇太陽光パネル、電球・蛍光管

出し方と場所

【注意事項】
○電子機器内の個人情報は、あらかじめ消去してください
○一度排出された小型家電は、一切返却できませんのでご了承ください
○家庭で不要となったものに限ります（事業所のものは不法投棄となります）

※表の12製品以外の充電式小型家電から取り外
したバッテリーや、充電式の乾電池（単体）も併
せて回収します。
※コードレス掃除機及び電動工具は、バッテリー
部分のみ対象です。バッテリーが外せないコー
ドレス掃除機は、パイプを外した本体部分のみ
対象です。

モバイルバッテリー
スマートフォン
ワイヤレスイヤホン
スマートウォッチ
タブレット・PC
ゲーム機 

加熱式タバコ
電気シェーバー
ハンディファン
電動歯ブラシ
充電式掃除機
電動工具

対象12製品

回収場所ごとに、回収できる小型家電や出し方が異なります。

　①地区のびん・缶・ペットボトル等の資源回収時に持ち込む（充電式小型家電12製品のみ）
　　・対象：リチウムイオン電池を使用した充電式小型家電（12製品）

　　・対象外：膨張・変形したもの、発火の痕跡があるもの。
　　　　→ 大田切リサイクルステーションにて回収します。
　　・出し方
　　　電池を使い切り、透明のビニール袋（45㎝×30㎝以内の大きさのもの）に入れる。
　　　バッテリーや充電式乾電池等の端子がむき出しになっているものは、必ずテープ等で絶縁処理。

　②大田切リサイクルステーションへ持ち込む（無料）
　　・対象：一辺の長さが45㎝以内の小型家電、充電式小型家電
　③小型家電リサイクル認定（グループ）事業所へ持ち込む（有料）
　　㈲恵比寿産業　赤穂14-672　電話0265-82-5085
　④クリーンセンター八乙女（箕輪町）へ持ち込む（有料）
　　・対象：一辺の長さが45㎝を超える小型家電
　　　（引火性のあるガスレンジ・石油ストーブ・石油ファンヒーター等も可）
　　・対象外：リチウムイオン電池を使用した充電式小型家電、電池・バッテリー



リサイクル料金は品目、メーカーで異なります。事前にご確認ください。

家電リサイクルのお問い合わせは、家電リサイクル券コールセンター（0120-31-9640）へ
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（令和８年１月31日現在・50音順）

※水銀含有物のみ市で回収できます。

・水銀含有物 平日：市役所生活環境課
土日：大田切リサイクルステーション

一般廃棄物収集運搬許可業者（下表）へ問い合わせて、処理を依頼して下さい。
この場合、収集運搬料金と処理料金が別途必要となります。





◆小型家電

土・日曜日（年末・年始・大型連休を除く）
※年末・年始・大型連休の日程については別紙
　「資源物回収日程」をご覧ください。

９時から12時まで





●令和８年４月 現在

地区回収・大田切リサイクルステーション等



アスベスト含む場合は
処理業者へ













中身を使い切り、水で洗う
ノズル（ばね入り）は不燃

可燃







小型家電





アスベスト含む場合は
処理業者へ



灯油は必ず抜く
但し電気ファンヒーターは不燃



アルミ製 50cm以上：直搬










